
令和６年度第１１回（２月）幸田町教育委員会定例会 会議録 
 

開会日時   令和７年２月４日（火） 午前 ９時３８分 
閉会日時   令和７年２月４日（火） 午前１０時５５分 
 
場 所    幸田町役場 ４階 ４０１会議室 
 
出席者  教育長  池田和博 
     委 員  壁谷昭代 
     委 員  中西雅俊 
     委 員  穐吉沙織 
     委 員  佐野康晴 
 
説明のため出席した職員 
     教育部長 菅沼秀浩、次長兼文化スポーツ課長 夏目守雄、 

学校教育課長 加藤宏和、学校教育課学校指導担当課長 近藤克幸、 
学校教育課指導主事 清水弘人、同 鈴木祥之、同 村松悦子 

 
会議録作成職員   

学校教育課主幹 斎藤久美子 
 

議事事項  
第１９号   就学指定校の変更について 
第２０号   令和６年度幸田町教育委員会施策評価の結果について 
第２１号   幸田町立学校体育施設のスポーツ開放に関する条例の一部改正に関する意

見の聴取について 
第２２号   令和６年度幸田町一般会計補正予算（第７号）に関する意見の聴取について 
第２３号   令和７年度幸田町一般会計予算に関する意見の聴取について 
承認第９号  令和６年度幸田町一般会計補正予算（第６号）に関する意見の聴取について 
承認第１０号 令和７年度全国学力・学習状況調査における幸田町立小中学校の参加につ

いて 
 
（議事の要旨等） 
■第１９号議案 

就学指定校の変更について（非公開） 
 



■第２０号議案  
令和６年度幸田町教育委員会施策評価の結果について  

学校教育課長    議案書等により説明 
教育長     質疑を許可 
              （質疑なし） 
教育長  第２０号議案「令和６年度幸田町教育委員会施策評価の結果

について」の採決（挙手を求める） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
■第２１号議案 

幸田町立学校体育施設のスポーツ開放に関する条例の一部改正に関する意見の聴取につ

いて 
次長兼文化スポーツ課長   議案書等により説明 
教育長     質疑を許可 
              （質疑なし） 
教育長  第２１号議案「幸田町立学校体育施設のスポーツ開放に関す

る条例の一部改正に関する意見の聴取について」の採決（挙手

を求める） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
■第２２号議案 

令和６年度幸田町一般会計補正予算（第７号）に関する意見の聴取について 
学校教育課長    議案書等により説明 
教育長     質疑を許可 
              （質疑なし） 
教育長  第２２号議案「令和６度幸田町一般会計補正予算（第７号）

に関する意見の聴取について」の採決（挙手を求める） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
■第２３号議案  

令和７年度幸田町一般会計予算に関する意見の聴取について 
学校教育課長    議案書等により説明 
教育長     質疑を許可 



佐野委員          災害復旧費とあるが、これは災害に備えて積み立てている

ということか。 
学校教育課長        そのとおり。台風が来て校舎が破損するとこの予算を使用

している。 
次長兼文化スポーツ課長   昨年とぼねグラウンドの駐車場の法面が大雨の影響で崩れ

たときにこの予算で一時的に補修した。大きなものは補正で対

応するが、この予算内で対応できるときは使用している。 
中西委員          予算１０％の削減に取り組むということで、本来はやりた

いができなかったことがあるのか。 
学校教育課長        校舎の修繕工事を１年先送りしている。 
中西委員          トイレの改修は先送りということか。 
学校教育課長        そのとおり。エアコン設置かトイレ改修のどちらかで、エア

コン設置を選択したので、トイレ改修計画は１年先送りとなる。 
次長兼文化スポーツ課長   各地区から公民館の修繕依頼が来るが、今回は空調関係の

みとしてお願いしている。あとは、いくつかあるイベントの予

算も全体的にカットしたので、その中でやりくりをしていくこ

とになる。 
教育長  第２３号議案「令和７年度幸田町一般会計予算に関する意見

の聴取について」の採決（挙手を求める） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
■承認第９号議案  

令和６年度幸田町一般会計補正予算（第６号）に関する意見の聴取について 
学校教育課長    議案書等により説明 
教育長     質疑を許可 
              （質疑なし） 
教育長  承認第９号議案「令和６度幸田町一般会計補正予算（第６号）

に関する意見の聴取について」の採決（挙手を求める） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
■承認第１０号議案  

令和７年度全国学力・学習状況調査における幸田町立小中学校の参加について  
鈴木指導主事    議案書等により説明 
教育長     質疑を許可 



佐野委員   中学校の理科がオンラインで日にちが４日間あるが、問題  
が漏れるという危惧はないか。 

鈴木指導主事        回答が難しいが、漏れないように気を付けていきたい。 
佐野委員          オンラインは今年が初めてか。 
清水指導主事        昨年度、英語の話すこと聞くこと調査で初めて実施をされ

た。その際も期間を設けて、アクセスが集中してコンピュータ

ーが停止するのを避けていた。この時も無事に終了している

ので、今回も問題なく行けるのではと考えている。 
教育長  承認第１０号議案「令和７年度全国学力・学習状況調査にお

ける幸田町立小中学校の参加について」の採決（挙手を求める） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
 
幸田町教育委員会会議規則第１５条第２項の規定により、ここに署名する。 
 
令和７年２月２６日 
                 教育長      池田 和博 
 
                 委 員      佐野 康晴 
                                          

会議録作成職員   
学校教育課主幹  斎藤 久美子 


